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平成23年度第1回太子町国民健康保険運営協議会 会議録 

 

１． 協議会の開催日時及び場所 

月日：平成23年8月18日（木） 

開会：午後1時30分 

閉会：午後3時20分 

場所：太子町役場2階 第2会議室 

 

２． 協議事項 

   ① 平成22年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について 

   ② その他 

  

３．委員の出席・欠席者 

出席委員：平田 孝義  藤澤 元之介  森澤 英一  龍田 孝夫  

 山木戸 淑子  武本 勝博 

欠席委員：松木 功治 

 

３． 事務局  

   副町長 八幡 儀則 

生活福祉部長 山本 修三 

町民課長 森川 勝  係長 佐々木 信人  主査 岩本 純平 

税務課長 三輪 元昭  係長 田中 幸代 

 

５．協議会経過及び結果 

   別紙にて記載する。 
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１．開会   森川課長 

 

２．あいさつ 八幡副町長 

 

３．会長の選出について 

       平田孝義委員を選出 

 

４．会議録署名委員の指名 

   会長が森澤英一委員と武本勝博委員を指名 

 

５．議題 平成22年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について 

 

 佐々木係長：「資料1平成22年度太子町国民健康保険特別会計歳入歳出決算（参考資料）」

について説明 

 

会  長：休憩したいと思います。 

 

龍田委員：前期高齢者の交付金が平成21年度から平成22年度にかけて、かなり上がっ

ていますが、平成23年度もこれくらい上がっているのですか？ 

 

佐々木係長：資料1の4頁をご覧いただけますでしょうか。 

     平成23年度の見込みとして交付額約8億2,330万円を計上しておりますが、

平成21年度の精算分を除いた単年度のみの額を見てみますと、平成23年度

が約6億9,800万円、平成22年度が約6億7,000万円となっていまして、ほ

ぼ横ばいと考えられ、今後も大きく変動することはないと考えております。 

 

会  長：再開します。続いて「資料2決算書の説明」をお願いします。 

 

 佐々木係長：「資料2決算書の説明」 

 

 会  長：何か質疑等がございましたら発言をお願いします。 

 

龍田委員：国民健康保険税について、世帯数・被保険者数は前年に比べて若干増加して

いますが、保険税の収入額は逆に減少しています。 

     何か原因がありますか。 

 

三輪課長：加入そのものは増加しておりますが、所得割の部分が減少しております。 

     つまり、全体の所得自体が落ち込んでしまっているため、保険税を計算する

にあたり、世帯数・被保険者数の伸びとは逆に減少している状況です。 

 

山木戸委員：資料1の5頁の介護納付金の変遷についてですが、④の精算額が年度によっ

て大きく異なるようなのですが、何か原因がありますか。 

佐々木係長：平成21年度の精算は平成23年度に行われます。 
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     平成21年度の①の概算給付費納付金額については国の通知により、算出 

された数値になりますが、この額と平成23年度の③の確定値がかなり近い 

数値となったため、平成23年度の精算額は少額となっています。 

つまり、平成21年度は国の概算値が確定値とかなり近かったためというこ 

とになります。 

ただ平成22年度、平成23年度の①の概算給付費納付金額は、平成21年度 

よりも増加していますので、今後の平成24、25年度の精算額が増加する可 

能性はあると思います。 

 

会  長：決算書に記載のあります不能欠損額、収入未済額について説明をお願いしま

す。 

 

三輪課長：不能欠損についてですが、地方税法において執行停止を行ってから不能欠損

に至ったケースが3つございます。 

     1つ目が滞納処分を行う財産がない場合、2つ目が滞納処分を行うと滞納者の

生活を著しく逼迫してしまう恐れがある場合、3 つ目が調査の結果、滞納処

分を行う財産が不明であると判断した場合、この3つのケースにおいて執行

停止を行い、3 年間様子を見て、それでも状況が変わらない場合、不能欠損

処理を行っています。 

     またもう一点、努力はしたのですが滞納者と接触することができず、時効に

至った場合、やむを得ず不能欠損処理を行っています。 

 

武本委員：滞納額は年々どのように推移していますか 

 

三輪課長：年間の調定額によっても変わってきますが、傾向としては残念ながら増加傾

向にあります。 

 

会  長：続いて「上位10疾病の状況」も説明してください。 

 

 佐々木係長：「上位10疾病の状況」について説明 

 

会  長：何か質問等ございませんか。 

 

会  長：暫時休憩します。 

 

     休憩 

 

会  長：以上で決算状況について説明を受けたわけでございますが、ここで委員さん

に一言づつご意見やご感想をお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。

まず、山木戸委員お願いします。 

 

山木戸委員：言葉が難しいので、その都度説明はお聞きしますが、なかなか難しいです。 

会  長：次に武本委員お願いします。 
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武本委員：数字が大きすぎて、なかなかピンとこないのですが、これから勉強していき

ます。 

 

会  長：次に龍田委員お願いします。 

 

龍田委員：滞納額が多額にのぼりますので、難しいとは思いますが滞納者対策をお願い

したいと思います。 

 

会  長：次に森澤委員お願いします。 

 

森澤委員：後期高齢者制度や特定健診など、行ったり来たりして混乱しています。 

     委員・事務局のみなさまもご苦労さまです。 

 

会  長：最後に藤澤委員お願いします。 

 

藤澤委員：少子化が進む中、社会保障の重要性を感じました。 

     厳しい中ですが、支えあいの大切さ、共助の精神の重要性を再認識しました。 

 

会  長：私からも一言申し上げたいと思います。 

     財政的にも厳しいですし、納税者としても苦しい状況にありますが、先程み

なさんが申し上げた支えあいでやっていってもらいたいと思います。 

 

会  長：以上で本日事前にお知らせしておりました議題は終了しましたが、この際事

務局から報告事項はありますか。 

 

森川課長：9月補正の件外の報告  

 

会  長：他に何かございますか?  

無いようでしたら、今日の協議会はこれで終わらせていただきます。 

      本日はお集まりいただきましてありがとうございました。 
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